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●問い合わせ先　小郡市子育て支援センター

☎73-5041

メールアドレス　ogorisi.kosodate5041@izm.bbiq.jp

ホームページ　http://www1.bbiq.jp/ogori.kosodate/

のびのび教室は親子でふれあい遊びを楽しみながら、仲間作りをする場です。

毎週火曜日に、校区毎に市内の会場をまわっています。年間8回の計画で1回目は、1年間使うシール帳

作りをしました。現在は、2回目で ミニ運動会を開催中！

おたのしみの親子ゲームが盛りだくさん！！　

まだ参加したことのない人、ぜひ参加してくださいね♪

☆未就園児の保護者を対象としたリフレッシュ講座！

1回目は フラワーアレンジメントを体験しま
した。1年を通していろいろな企画があります。
広報などでお知らせしますので、お見のがし

なく…！！

かわいい
シール帳が
できたよ！

すてきな
アレンジメントの
完成！！

医
療
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？ 

　
乳
幼
児
医
療（
３
歳
以
上
で
入
院
の
み
）・
母
子
家
庭
等
医
療
・
障
害
者
医
療
の
対
象
者
に
は
、治
療
費
の

う
ち
初
診
料
、往
診
料
、入
院
時
食
事
等
を
除
い
た
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。乳
幼
児
医
療
の
３
歳
未

満
の
対
象
者
は
入
院
時
食
事
等
を
除
い
た
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。ま
た
、老
人
医
療
の
対
象
者
は
、

医
療
費
の
１
割（
一
定
以
上
所
得
者
に
つ
い
て
は
３
割
）の
自
己
負
担
で
診
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。各
医
療

制
度
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

乳
幼
児
医
療 

▼
対
象
者
　
①
市
内
に
住
所

が
あ
る
人
②
入
院
は
就
学

前
ま
で
、
入
院
外
は
３
歳

未
満
の
人
③
国
民
健
康
保

険
ま
た
は
社
会
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
④
生
活
保

護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け

て
い
な
い
人 

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の 

　
健
康
保
険
証
（
対
象
児
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
、

印
鑑 

※
出
生
か
ら
30
日
以
内
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い 

母
子
家
庭
等
医
療 

▼
対
象
者
　
①
市
内
に
住
所

が
あ
る
人
②
国
民
健
康
保

険
ま
た
は
社
会
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
③
生
活
保

護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け

て
い
な
い
人
④
本
人
ま
た

は
扶
養
義
務
者
の
所
得
額

が
一
定
額
を
超
え
な
い
人

⑤
６
か
月
を
過
ぎ
た
長
期

入
院
で
な
い
人
⑥
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人 

・
母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
児

童
（
児
童
が
18
歳
に
達
し

た
年
度
の
３
月
末
ま
で
） 

・
一
人
暮
ら
し
の
寡
婦
（
別

に
該
当
要
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
） 

・
父
母
の
い
な
い
児
童
（
児

童
が
18
歳
に
達
し
た
年
度

の
３
月
末
ま
で
） 

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の 

　
戸
籍
謄
本
（
戸
籍
の
全
部

事
項
証
明
）
・
所
得
証
明
書
・

健
康
保
険
証
・
印
鑑
・
児

童
扶
養
手
当
、
公
的
年
金

な
ど
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、

そ
の
証
書 

障
害
者
医
療 

▼
対
象
者
　
①
市
内
に
住
所

が
あ
る
人
②
３
歳
以
上
の

人
③
国
民
健
康
保
険
ま
た

は
社
会
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
④
生
活
保
護
法
に

よ
る
保
護
を
受
け
て
い
な

い
人
⑤
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人 

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級 

・
療
育
手
帳
Ａ
（
判
定
書
で

も
よ
い
） 

・
障
害
基
礎
年
金
証
書
ま
た

は
特
別
児
童
扶
養
手
当
証

書
の
１
級
で
、
か
つ
傷
病

名
が
「
知
的
障
害
」
ま
た

は
「
精
神
遅
滞
」 

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の 

　
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
障

害
者
手
帳
や
公
的
年
金
証

書
（
施
設
入
所
の
人
は
施

設
受
給
者
証
）
等 

老
人
医
療 

▼
対
象
者
　
①
市
内
に
住
所

が
あ
る
人
②
国
民
健
康
保

険
ま
た
は
社
会
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
③
75
歳
以

上
（
誕
生
日
の
翌
月
１
日

か
ら
該
当
）
の
人
ま
た
は
、

65
歳
以
上
で
障
害
認
定
を

受
け
た
人
ま
た
は
昭
和
７

年
９
月
30
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
④
生
活
保
護
法
に

よ
る
保
護
を
受
け
て
い
な

い
人 

※
障
害
認
定
を
受
け
た
人
と
は
、

障
害
年
金
１
・
２
級
ま
た
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
・

４
級
の
一
部 

、
　

療
育
手
帳

「
Ａ
」
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
・
２
級
に

該
当
す
る
人
で
す
。 

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の 

　
健
康
保
険
証
、
印
鑑 

※
障
害
認
定
を
受
け
た
人
の

申
請
は
、
公
的
年
金
証
書

や
身
体
障
害
者
手
帳
等
が

必
要
で
す
。 

各
医
療
証
の
使
用
に
つ
い
て 

　
病
院
に
保
険
証
と
医
療
証

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
差
額
ベ
ッ
ド
な

ど
の
健
康
保
険
が
効
か
な

い
も
の
は
除
き
ま
す
。 

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
国
保
年

金
課
医
療
年
金
係
（
内
線

４
２
２
） 


